
栗東市保健対策協議会規則新旧対照表 

旧 現行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（組織） （組織） 

第３条 協議会は、委員１０人    をもって組織し、次に掲げる者から市長が

委嘱する。 

第３条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者から市長が

委嘱する。 

⑴ 市医 ２人 ⑴ 市医       

⑵ 学識経験者 ２人 ⑵ 学識経験者       

⑶ 関係行政機関の職員 １人 ⑶ 関係行政機関の職員       

⑷ 関係諸団体の役職員 ４人 ⑷ 関係諸団体の役職員       

⑸ 公募委員 １人 ⑸ 公募委員       

（委員の任期） （委員の任期） 

第４条 前条の委員の任期は、２年                              

    とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 前条の委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日が属する年度の翌年度の

末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ （略） ２ （略） 

第５条－第８条 （略） 第５条－第８条 （略） 

 

参考資料 


